
奈良市公告 

  

 次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第２条の規

定により公告します。 

 

令和８年４月１５日 

 

奈良市長 仲川 元庸 

 

１．入札に付する事項 

（１）業 務 名 環境清美センター事務厚生棟及び駐車場棟清掃業務 

（２）業務場所 奈良市左京五丁目地内  

（３）業務期間 令和８年７月１日から令和１３年６月３０日まで 

        （地方自治法第２３４条の３に基づく長期継続契約） 

（４）業務内容 別紙仕様書のとおり 

（５）担 当 課 奈良市収集課（電話：０７４２－７１－３０１２） 

 

２．入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 次の条件に定める基準を全て満たすものであること。 

（１）令和８年度において奈良市物品購入等指名競争入札参加資格者であり、入札参加希

望種目第１～第３希望に「Ｒ１清掃業」で登録されていること。  

（２）奈良市内に本店、支店・営業所を有すること。 

（３）市町村税を滞納していないこと。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない

者であること。 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更生手続開始の申立て及び

民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立てがなさ

れていない者（会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再

生計画認可の決定を受けている者を除く。）であること。 

（６）本市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第

２号に掲げる暴力団、同条第６号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並び

にそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（８）過去２年間に本市又は他の官公庁（特殊法人、独立行政法人を含む。）の発注にお

いて、同等以上の建物清掃業務を２回以上にわたって行った実績（令和６年４月１日



から令和８年３月３１日までの間に完了した業務）を有すること。 

 

３．入札参加申請に関する事項 

参加しようとする者は、次に示すところにより入札参加申請をするものとする。  

（１） 入札参加を申請する者は、次に挙げる書類を提出してください。 

ア 一般競争入札参加申請書（様式第１号） 

イ 業務実績調書（様式第２号） 

ウ ２（８）の実績を証明する契約書類の写し 

エ 提出日から３か月以内に発行された市町村税納税証明書の写し 

（２） 入札参加申請方法 

令和８年４月１５日（水）から令和８年４月３０日（木）まで （奈良市の休日

を定める条例に規定する市の休日を除く。）の午前９時から午後４時までに奈良市

環境部収集課に（１）の書類を持参してください。 

（３） 提出及び業務仕様書配布場所  

〒631-0801  

奈良市左京五丁目２番地  

奈良市環境部収集課（担当：総務係） 

電話 ０７４２－７１－３０１２  

（４） 提出方法  

提出場所へ持参又は郵送すること。電子メール及びＦＡＸでの提出は認めない。  

郵送の場合は、令和８年４月３０日（木）必着で提出すること。  

（５） 入札参加者の決定通知 

令和８年５月１２日（火）までに入札参加申請者に通知します。なお、入札参加

決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。 

 

４．質疑に関する事項  

仕様書等に対する質問がある場合は、次に従い提出してください。 

（１） 質問の受付日時  

令和８年４月２８日（火）午前９時から午後４時まで 

（２） 受付方法 

奈良市収集課に質問書（様式３）を持参するかＦＡＸにて行うこと。 

（３） 質問に対する回答方法  

令和８年４月３０日（木）の午前９時から午後４時まで奈良市収集課において閲

覧に供します。 

 

 



５．入開札に関する事項 

（１） 入札の日時  

令和８年５月１４日（木） 午前１０時００分から 

（２） 入札及び開札の場所  

奈良市環境清美センター内 奈良市環境清美工場管理棟２階見学者ホール 

（３） 開札の日時 

 札締め切り後、直ちに開札 

（４） 入札方法 持参入札 

      ア 入札書（様式第４号）は封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文

字、封筒裏面に業者名を記入してください。入札書に記載する金額は月額（税

抜き）を記載するものとし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額

に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格としますの

で、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わ

ず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。 

イ 入札会場への入場は、入札者又はその代理人のみとする。 

ウ 代理人が入札する場合は、必ず入札前に委任状（様式第５号）を提出すること。 

エ 契約希望金額は、事業に係る全ての費用を含むものとする。 

オ 提出した入札書は、その理由にかかわらず書換え、引換え又は撤回をすること 

ができない。 

    カ 再入札の回数は１回を限度とします。 

    キ 入札者の不正行為又は不正な行為を行ったおそれが非常に強いとき、その他

の理由により、この入札を執行することが不適当であると認めるときは、執行

を取り止める。 また、入札執行中においても落札決定を保留し、さらに入札執

行後においても落札決定を取り消す場合がある。  

（５） 入札保証金 

入札に際しては、奈良市契約規則（昭和４０年奈良市規則第４３号）第４条に

定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第２項第２号に

該当する場合は、これを免除する。 

（６） 入札の無効  

次のいずれかに該当する入札は無効とする。  

ア 入札参加資格のない者のした入札  

イ 郵便、電報又はＦＡＸ等による入札  

ウ 代理人による入札で委任状の提出がないもの  

エ 入札書に入札金額、委託件名の表示又は記名押印を欠く入札  



オ 入札書の重要な文字の誤脱等により必要な事項を確認できない入札  

カ 同一入札について、入札者又はその代理人が２以上の入札をした場合にお

けるその全部の入札  

キ 入札金額を訂正した入札  

ク 入札に際して公正な入札の執行を害する行為があったと認められる入札  

６．落札者の決定  

（１）入札者中、予定価格以内の最低価格の入札者をもって落札者とする。  

（２）落札者となるべき同一の価格の入札者が２人以上あるときは、直ちに「くじ」で決

定する。  

（３）開札した場合において、入札参加者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限

に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。入札参加者又は代理人

が開札に立ち会わない場合は、再入札に参加する意思がないものとみなす。また、前

記５（６）のいずれかに該当する無効入札をした者は、再入札に加わることができな

い。  

なお、入札は再入札と合わせて２回までとし、落札者のない場合は、地方自治法施

行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、最終入札において有効な入札を行っ

た競争加入者と交渉を行うことがある。  

７．その他  

（１）入札者は、入札実施要項及び別紙「環境清美センター事務厚生棟及び駐車場棟清掃

業務仕様書」を熟読のうえ入札すること。  

（２）入札手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。  

（３）全ての提出書類の作成・提出に係る費用は、入札者の負担とする。  

（４）提出期限日後における提出した入札参加申請書類の差替え及び再提出は認めない。  

（５）入札日の前日までの間において、提出書類に関し本市から説明を求められた場合、

これに応じること。  

（６）全ての提出書類は、返却しない。  

（７）入札実施要項に定めのないものは、地方自治法施行令及び奈良市契約規則による。  

 

８．問合せ先  

奈良市環境部収集課（担当：総務係）  

所在地：〒６３１－０８０１  

奈良市左京五丁目２番地  

電 話：０７４２－７１－３０１２(直通）  

ＦＡＸ：０７４２－７１－９１６６  

メール：kan-shuushuu@city.nara.lg.jp 


